
神戸製鉄所火力発電所設置計画（規模と立地）

名 称
神戸製鉄所火力発電所（仮称）

設置計画

所在地 神戸市灘区灘浜東町２番地

出 力
新設１号機：65万ｋW
新設２号機：65万ｋW 

燃 料 石炭

運転開始
時期

新設１号機：2021年度（予定）
新設２号機：2022年度（予定）

既設の石炭火力発電所（1号機・2号機） ：140万kW
新設2基：130万kW
灘浜に、既設・新設合計で270万kWの石炭火力発電所が出現

出典：神戸製鋼『環境影響評価準備書のあら
まし』（平成29年7月）より
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稼働中
(既設)

新設

神戸製鋼『環境影響評価準備書のあらまし』掲載写真を加工したもの
2



3ｋｍ圏内

住宅地から400m！
３km以内には、保育
園・幼稚園、小学校、中
学高校が多数立地

※気候ネットワーク作成図を加工したもの

3キロ圏内の小学校
１７校

市立住吉小●

国道43号線・阪神高速3号線
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３/１５
神戸石炭訴訟
行政訴訟 判決



３/１５判決を受けた新聞社説 神戸新聞

•神鋼火力判決 温暖化争う権利ないのか（３/１７）

＞PM2.5が環境アセスの対象外である点について、「近年、この健
康被害が世界的に問題になっているだけに、司法が踏み込んだ判
断をしなかったことは残念だ。」

＞温暖化による被害について、判決が原告適格を認めず訴えを却
下したことについて、「CO2排出について争う権利がないという門
前払いには、疑問を抱く国民が少なくないのではないか」「CO2排
出は気候変動による災害の原因になるなど『公害』と言える段階に
ある。」
出典：https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/202103/0014157199.shtml

https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/202103/0014157199.shtml


３/１５判決を受けた新聞社説 京都新聞

•石炭火力裁判 CO２排出は争えないのか（３/２２）

＞PM2.5 が環境に与える影響などに踏み込まず門前払いをした
ことは、環境アセスメント制度の存在意義を骨抜きにしかねないの
ではないか。

＞「日本の裁判は行政の裁量を広く認める一方、行政の判断や処分
に対し住民が訴訟を起こす適格性を狭く捉える傾向があるとされ
る。今回の判決でも、それが明確に表れた。」「日本の裁判所も、従
来の行政訴訟の判決枠組みに固執するのではなく、CO2排出がも
たらす温暖化被害の本質に立ち入って審理するべきではないか。」

出典：https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/534239

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/534239


神戸発電所３号機
５/５ 火入れ開始
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神戸の石炭火力発電を考える会 HP

https://kobesekitan.jimdo.com/

神戸石炭訴訟 HP

https://kobeclimatecase.jp/

https://kobesekitan.jimdo.com/
https://kobeclimatecase.jp/
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